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   開     議 

 

 

○蒲生光男議長 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。

よって、ただいまの出席議員は定足数に達して

おります。 

 なお、新野 潔副市長から、本日の会議を欠

席させてほしい旨の届け出があり、許可いたし

ましたので、ご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

２号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○蒲生光男議長 日程第１、市政一般に関する質

問を行います。 

 なお、質問の時間は、答弁を含めて60分以内

となっておりますので、ご協力をお願いいたし

ます。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 今泉春江議員の質問 

 

 

○蒲生光男議長 順位１番、議席番号４番、今泉

春江議員。 

  （４番今泉春江議員登壇） 

○４番 今泉春江議員 おはようございます。日

本共産党の今泉春江でございます。 

 消費税増税法が成立したことについて、市長

の見解と今後の市の対応、また東芝ライテック

撤退についての市の対策、さらに安定した雇用

の創出と市の活性化対策について、そして市庁

舎の暑さ対策の４点について質問いたします。 

 まず、消費税増税について伺います。 

 共産党は、消費税10％への大増税は国民への

選挙公約を破るものであり、民主主義の根底を

壊すものだという点で、また庶民の暮らしと景

気を破壊し、この結果、税収が減り、財政危機

も一層ひどくするという点から廃案を強く求め、

さらに消費税に頼らない社会保障の充実と財政

再建の道があることを示して運動してきました。 

 また、長井市議会も圧倒的多数で消費税増税

反対の請願を採択し、国に意見書を提出してき

ました。 

 こうした中で行われた国会審議で、民主党が

掲げた「消費税は社会保障のためであり、全て

社会保障のために使う」という増税理由は、そ

うではなく、社会保障をどんどん切り下げ、し

かも消費税をつぎ込んで浮く財源を無駄な公共

事業や大企業減税に使うことが明らかになり、

増税には全く根拠がないことが明らかになりま

した。 

 この中で国民世論も、巨大マスコミがこぞっ

て異常な増税キャンペーンを行ったにもかかわ

らず、過半数が増税に反対しました。さらに６

割から７割の国民が、今次国会での採決に反対

しました。 

 この声に逆らい採決を強行、増税法案を成立

させた民主、自民、公明３党の責任は厳しく問

われなければならないと思います。 

 私たちは、消費税増税を絶対に許してはなら

ないと、街頭や地域で宣伝と署名活動などを展

開、採決直前には野田首相と衆参両院議長に採

決せず廃案にするよう求める要請書を送り、

後まで頑張ってきました。確かに法案は成立し

ました。しかし、市民も世論も増税を認めるど

ころか、一層怒りを強めているのが実態です。 

 増税の実施は2014年４月からです。その間、
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衆議院と参議院の国政選挙があります。この選

挙で、増税を進めた政党に厳しい審判を下し、

増税に反対する党派を伸ばせば、フランスのよ

うに増税の実施を中止させることができます。 

 私は、３月議会で消費税増税が長井市と市民

にどんな被害をもたらすか質問いたしました。 

 今、市長は、長井市の活性化を懸命に図ろう

としていますが、消費税増税はこれに逆行する

ことになるのではありませんか。また、市民を

代表する権威ある市議会の反対意見に耳をかさ

ず、市民の暮らしと市の経済に重大な危機をも

たらす消費税増税法の成立を市長はどう受けと

め、増税のもたらす被害から市民をどう守るの

か、その対策をお聞かせください。 

 次に、東芝ライテック撤退についての市の対

策について、お伺いします。 

 市の活性化で中心をなすのが雇用であること

は、市長も強調しているところです。ところが、

現在の政治のもとで雇用をふやすことは容易で

はなく、逆に雇用が失われ、不安定化している

のが現実です。幾ら活性化、雇用をふやそうと

しても、片っ端から減っていくのでは話になり

ません。ですから、雇用をふやすだけでなく、

減らさず安定化することに同等以上の力を入れ

ることが求められると思いますが、どうでしょ

うか。 

 そこで伺いたいのは、今回の東芝ライテック

の撤退問題です。会社の発表では、来年３月末

で長井工場を撤退し、鹿沼工場に集約するとし

ています。同工場は、成田の北工業団地にあっ

た東芝管球機材と東輝電気が1989年に合併して、

現在の東芝ライテック長井工場となりました。

特殊電球を製造しています。本社は神奈川県横

須賀市で、資本金100億円、従業員は3,900人で

照明機器を製造している大企業です。現在、長

井工場の従業員は123人で、うち正社員89人、

有期雇用は34人、40代から50代の働き盛りが多

数で、従業員中104人が長井市民です。会社は、

正社員を鹿沼工場に移し、有期雇用は解雇もあ

り得るとしています。こうなれば、従業員にと

っても市の振興にとっても、深刻な事態となり

ます。 

 まず伺いたいのは、市は突然の撤退報道で急

遽本社に出向き、撤退を撤回するよう要請して

いますが、その後の経過はどうなっていますか。

市として撤退の撤回実現に全力を挙げるべきで

すが、今後どのような対策をとるおつもりでし

ょうか。また、同社の撤退によって影響を受け

る市内の企業とその損失額は、どのくらいにな

ると見込まれますか。 

 市民からは、その前身の東輝電気が中道に長

井市の誘致企業１号として来たとき、長井市は

土地を提供したと聞きました。このことでも長

井市にとっては大切な企業であり、交渉に発言

権と重みが出てくるのではないでしょうか。 

 しかし、会社が撤退を撤回しない場合、当然

解雇が予想されます。この場合、労働基準法や

労働契約法の解雇規制があり、解雇は、客観的

に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認め

られない場合は、その権利を濫用したものとし

て無効とされます。また、判例で、会社は次の

四つの要件が満たされない場合、経営上の理由

で労働者を整理解雇することができなくなって

います。 

 １、労働者を解雇しなければならない客観的

な経営上の必要があること。２、労働者の解雇

を回避する努力を尽くすこと。３、人選の基準

が客観的に合理的で公平であること。４、１、

２、３について労働者個人及び労働組合、労働

組合が存在しなければ労働者の代表に対する事

前の説明と十分な協議を尽くすこと。以上です。 

 ところで、しんぶん赤旗記者が本社に問い合

わせたところ、同社はグループ企業の３月期連

結決算は黒字と回答しています。今度の撤回と

予想される解雇が法の解雇規制に反しないか、

厳しく詰めていく必要があります。 
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 今、電機業界は大手を中心に10万人規模の解

雇を含む再編整理に乗り出し、問題になってい

ますが、長井工場の撤退はその一環ではないか

と思われます。 

 解雇問題の解決は、会社と労働組合が中心に

なりますが、背景にあるこれらの動き全体を見

れば、市の対応を含めた地域ぐるみの大きな運

動が求められていると思いますが、どうでしょ

うか。 

 次に、安定した雇用の創出と市の活性化を生

み出すには何が必要かについて伺います。 

 企業には、以上のような不安定性が常につき

まといます。そして、こうしたリスクから経営

と雇用を守る努力は、自治体にとって重要な新

たな課題となってくると思いますが、どうでし

ょうか。 

 同時に、安定した雇用と活力をどう生み出す

かに心を砕く必要があると思います。その際、

地方自治体独自の雇用対策のかなめは何でしょ

うか。私は、市民の切実な願い、需要に沿って

雇用と活力を生み出すという点にあると思いま

す。需要を無理につくり出そうとしたり、見通

しの不確かなものにかけるのではなく、今、現

にある要求と需要にこたえて、活力を生み出す

ということです。 

 共産党は、この点から住宅リフォーム助成制

度の実施を提唱し、市も力を入れてきましたが、

この利用は昨年４月の実施からこれまでで市、

県合わせて188件、助成額が5,426万円で、工事

総額は12億6,656万円に上り、市民からも業者

からも大変喜ばれ、市の活性化に大きく貢献し

ています。 

 また、パークゴルフ場の開設は、市民と愛好

者から歓迎され、その利用者は昨年９月のオー

プンから７カ月、営業165日間で、市外の方も

含め5,191人に上っています。 

 この上に立って、私は３月議会でも６月議会

でも、市民が渇望している福祉施設の増設や国

保税の引き下げ、市税滞納の相談収納など、市

の活性化について具体的な提案を行ってきまし

た。市長はこれを否定し、せんだってタスで開

いた中心市街地活性化市民検討協議会でも、福

祉では経済活性化は望めない、観光開発のまち

おこしが必要と主張されました。そして、６月

議会での私への答弁では、これにより数百人か

ら1,000人の雇用を目指すと言われました。 

 現在、景気後退はとまらず、雇用はますます

減退し、不安定になってきています。その上、

社会保障が切り下げられ、今度は10％の消費税

が襲い、さらにＴＰＰに参加すれば、市民の暮

らしと営業はことごとく破壊されます。そのと

きに19億円の莫大なお金をかけて観光に期待し

ても、本当に活性化するのか非常に疑問です。 

 この点では、９月１日付の市報で、諸見屋一

八さんも疑問を述べています。今回、東芝ライ

テックの問題が起きました。こうした社会状況

の中で、企業の倒産や撤退がさらに広がらない

のか、市民は心配を募らせています。こうした

市民に寄り添って、今こそ市民の切実な願いに

こたえていかなければなりません。この点から

も、これまでの私の提案を再考し、市長の活性

化案を見直す意思はありませんか、お答えくだ

さい。 

 後に、市庁舎の暑さ対策について、お伺い

します。 

 ことしは昨年よりも厳しい猛暑で、さらに残

暑も続いており、市長をはじめ職員の皆様、毎

日のお仕事、大変ご苦労さまです。この中で、

それぞれの部署では扇風機やゴーヤの緑のカー

テンなどで暑さ対策をなさっております。 

 先日、午後２時過ぎに第２庁舎に出向いたと

き、１階、２階と汗を拭き拭き用事を済ませ、

３階に行きましたら思わず、何というすごい暑

さ、このような中で仕事をしている職員はスー

パーマンなのかと声を上げてしまいました。特

に、西日の当たる南側は、向かいの屋根の反射
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もあり、体感温度はさらに上がっているのでは

ないでしょうか。ゴーヤの緑のカーテンも３階

までは届きません。パソコンなども、あの暑さ

で機能するのでしょうか。職員の皆さんは、

「なれました、あと２週間も我慢すれば少しは

よくなるでしょう」と黙々と仕事をしておられ

ました。一日じゅう、あのような環境で仕事を

なさっていることは、普通の状態ではありませ

ん。異常としか言いようがありません。他の部

署でも同じようなことが起こっているのではな

いでしょうか。あのような暑さの中、どんな優

秀な職員であっても、仕事の能率は上がること

はなく、むしろ非効率的だと思います。さらに

職員の健康も心配です。職員をもっと大事にす

べきだと思います。 

 管理者である市長は、職場の環境をしっかり

整えて、職員の健康管理も行い、職員が市民の

願いにこたえる仕事を効率的に行えるよう、す

べきではないでしょうか。 

 また、市役所には大勢の市民の方が訪れます。

猛暑の中、自転車や歩いて来られる方もおりま

す。しかし、市役所の中は暑く、その中で用事

が済むまで待っておられます。市民の方からは、

「外も暑いが、ここもまた暑いね」と私に声を

かけた方がいました。私からも、「暑いから体

に気をつけてください、無理しないでください、

水分補給してください」と声をかけました。待

合室には市民のための扇風機がありますが、市

民のために、せめて冷水器の設置などがあって

もいいのではないでしょうか。 

 経費削減、節電などの努力は必要であり、長

井市も努力しておられますが、このような状態

をよしとして評価すべきことでしょうか。必要

なことに予算を使い、市民のためによい仕事を

していただけますよう、強く望みます。市長の

お考えはいかがでしょうか。 

 以上４点を問い、壇上からの質問を終わりま

す。（拍手） 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 おはようございます。今泉議員

のご質問にお答えいたします。 

 今泉議員から４点ほどご質問いただきました。

答弁させていただく前に、ぜひ今泉議員からご

訂正をお願いしたいというふうに思ってます。 

 それは、安定した雇用の創出と市の活性化を

生み出すには何が必要かについてという点での

ご質問の中で、８月10日の、先ほどは、「せん

だってタスで開かれた中心市街地活性化市民検

討協議会でも、福祉では経済活性化は望めな

い」というようなことをおっしゃいましたけれ

ども、私は、市民検討協議会ではそのようなこ

とは申し上げておりません。私が申し上げまし

たのは、福祉だけ手厚くしても生産基盤が結局

しっかりしていないと持続できないのではない

かと、福祉だけを充実させることは残念ながら

できないということを申し上げてるわけでござ

いまして、福祉で経済活性化はできないという

ことは申し上げておりません。それは、いろい

ろな方法があるかと思いますので、これをぜひ

ご訂正をお願いしたいというふうに思います。 

 それでは、ご質問にお答えしたいと思います。 

 まず、 初に消費税増税についてでございま

す。市の経済に重大な危機をもたらす消費税法

の改正を市長はどう受けとめ、増税の影響から

市民をどう守るのかというご質問についてでご

ざいますが、日本の財政状況や社会構造の変化

から、直接税と間接税の比率の見直しが必要に

なっているということは理解できますが、消費

税率の見直しにより、負担増の影響をより大き

く受ける低所得者あるいは高齢者への配慮を十

分に行うことが必要であるというふうに考えて

おります。これは、さきの３月のご質問でお答

えしたとおりでございます。 

 また、地域経済の面では、消費税率が上がる

ことにより市民の購買活動が低迷し、議員がご

指摘のとおり経済、企業、商業者に影響を与え
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ることにならないかと大変心配しているところ

でございます。今後の国の動きを見ながら、市

民生活や経済活動に影響が出るような場合は、

改善策や影響を受ける世帯、住民への対応策に

ついて要望あるいは国等に働きかけをしていか

なきゃいけないというふうに思っております。 

 なお、法案は今国会で成立したわけでござい

ますが、今後は地方自治体として全国市長会等

を通じて、特に心配される食料品などの生活必

需品に対する配慮がやっぱり必要であろうとい

うことで、これらについてぜひ積極的に求めて

まいりたいというふうに思います。 

 次に、２点目でございますが、これは１点目

とダブるところもあるんですが、増税のもたら

す被害から市民をどう守るか、その対策という

ことで、これは税の部分からお話をさせていた

だきたいと思いますが、これも３月の定例会の

ご質問でお答えしましたように、国税庁の資料

によりますと、平成22年度分の個人事業者と法

人を合わせた消費税の申告額、これは長井税務

署管内、これは西置賜１市３町でございますが

1,623件、20億1,292万円が消費税として納めら

れてるわけです。税率が５％から10％になれば、

申告額は結局この２倍の約40億円強になると予

測できるかとは思います。 

 しかし、課税売上高が1,000万円以下の事業

者については、現在は消費税の対象になってお

りません。課税対象になっておりませんので、

申告額イコール西置賜全体の消費税負担額では

なく、実際の消費者の負担額、これは目に見え

ないんですが、相当大きいだろうというふうに

思われます。 

 また、消費税というのは、国税の中でも も

滞納額が大きい税目であるということでござい

ます。国税庁の資料によりますが、平成23年度

中に新たに発生した国税全体の滞納額6,073億

円のうち消費税が53％の3,220億円という状況

だそうです。単純に計算しますと、滞納額もこ

の倍になるということから、実際はかなり混乱

が予想されるのではないかと、払えない事業者

が増加し、滞納額がふえるということではない

かというふうに予測されます。 

 以上が消費税の現状でございますが、これは

議員がおっしゃってる被害ではないかと思いま

すが、消費者サイドとそれから税サイドの両方

から見ても税率の引き上げは余り歓迎できない

ものだと思います。歓迎できないというか、決

まったものですからしようがありませんが、地

方自治体としては、やはりできるだけ景気が回

復して市民の皆様の所得がふえるという状況が

生じたときしか、これを実施しないでいただき

たいというふうに強く願うものでございます。 

 なお、議員から影響額ということで、これは

地域経済とかそういったことの影響額というこ

とだと思いますが、これらについては残念なが

ら想定するのが非常に難しいというふうに思わ

れますが、これは２点目でございました。済み

ません、失礼しました。以上で、消費税につい

てのお答えを申し上げます。 

 次に、２点目の東芝ライテック撤退について

の市の対策についてでございます。 

 東芝ライテックについてでございますが、撤

退の撤回要請を行った後の経過はどうなってい

ると、今後の対策はどうするんですかというご

質問でございました。また、撤退により影響を

受ける企業と損失額の見込みということでござ

いますが、まず、７月12日に東芝ライテック本

社を私どもとしては新野副市長と安部副議長が

飯豊町の後藤町長、それから町議会議長、産業

厚生常任委員長と一緒に訪問いたしまして、工

場閉鎖の見直しを要望いたしましたが、その経

過と結果については、７月17日の産業・建設常

任委員会協議会と19日の全員協議会で報告のと

おりでございます。 

 19日の全協後に、東芝ライテックの村上取締

役総務部長が、私のところに直接、説明のため



 

―２６― 

来庁されました。内容は同様なものでございま

したけれども、これまで国内の大手電球メーカ

ー４社が中心になって生産していたものが、Ｌ

ＥＤが主力となってからは技術力や大規模な設

備も要らないために新規参入がふえ、現在は14

社がＬＥＤ電球を生産してるということであり

ます。なおかつ、ＬＥＤは部品を調達して、そ

れを組み立てて電球をつくるという工程でござ

いますので、いわゆる労働賃金の安いところで

やはり他社はつくらせている実情があると、い

わゆる海外で生産しているということでござい

ます。そんなことから価格の低下が激しく、収

益性も低下してると。このため、国内での生産

をある程度確保するため鹿沼に集中し、効率的

な生産体制の再編を図るという内容でございま

した。 

 当然、私からも工場閉鎖の再考をお願いしま

したし、さまざまな雇用に対する要望もしっか

りとお願いしてまいりましたが、会社としては、

電球事業自体が大きな転換期であり、生き残り

をかけた今回は決定であるということでござい

ましたので、これは会社の存続自体にも影響を

及ぼしかねないということでございました。 

 今後の予定でございますが、９月中ぐらいに

労働組合との意見を取りまとめてもらい、その

後、個別の面談を行うとのことでございました。

いわゆる配置転換ということで、ここは有期雇

用の方は解雇ということになるのかもしれませ

んが、社員の方については配置転換ということ

で、あくまでも指名解雇あるいは希望退職を募

らないというようなことでございましたので、

この辺はうまく企業側も、先ほど議員がご指摘

された部分に抵触しないようにされてるんだと

いうふうに思いましたけれども、やはり市民の

皆様が多数、従業員にいらっしゃいますので、

当然、鹿沼に行けない人もいらっしゃるという

ふうに思われまして、そういった人への対応も

十分にしてもらうように強く要望したところで

ございます。 

 東芝ライテック株式会社に対しての優遇策で

ございますが、先ほど土地を無償で提供したん

じゃないかということでございましたが、いろ

いろ調べてみますと、現在の敷地に移転する前

は中道のほうに会社がございまして、その際は

３年間、市のほうで土地を無償で貸与してたと、

貸してたということで、土地を提供したという

事実はございませんでした。それはむしろ飯豊

町のＬＤＦのほうが、飯豊町として無償で土地

を提供して工場を誘致したという経過があるよ

うでございます。なお、株のほうもＬＤＦを飯

豊町は所有していたということでございます。 

 そうしますと、私どもとしては、平成13年に

マルコン電子が清算されましたけれども、マル

コン電子の株を長井市が所有しておりました。

土地そのものも、戦時中でございますが、無償

で提供したと。そういう状況が飯豊町にあると

いうことでございました。 

 立地に際しての優遇措置というのは、長井市

のほうでも、今言ったように３年間の無償提供

のほかに固定資産税の３年間免除ということも

しておりましたが、立地後80名の雇用が生まれ

たということ、その後40年を超えて会社の活動

と雇用の場が提供されたことは地域経済に大き

な貢献をしていただいていたというふうに考え

ております。 

 今後の会社の方針は何とか再考を願うわけで

ございますけれども、今の使わなくなると思わ

れる工場の活用方法などについて、あるいは新

規雇用の、新規事業の展開なども働きかけてい

くつもりでございます。 

 なお、８月７日でございますが、やはり私ど

もと飯豊町が東芝ライテックの本社等に訪れた

ということで、県の商工労働観光部長のほうも

本社のほうに訪れまして、東芝ライテック長井

工場並びにＬＤＦの飯豊工場の存続をお願いし

ていただいたところでございますが、やはり回



 

―２７― 

答については私どもと同様に、非常に会社の厳

しい状況から何とかご理解いただきたいという

ことであったようでございます。今後もぜひ飯

豊町、また県と協調いたしまして働きかけをし

ていきたいと思いますし、機会があれば、東芝

ライテックあるいはＬＤＦの労働組合の皆さん

ともいろいろ状況等を情報交換できればありが

たいなというふうに思っているところでござい

ます。 

 次に、議員からございましたその影響額等に

ついてでございますが、やはり相当程度の地域

経済に与える、撤退に伴う影響があるというふ

うに思われますが、税的な部分でちょっとだけ

申し上げますと、やはり個人市民税とか、ライ

テック、ＬＤＦの方でやっぱり市に納めていた

だいていた分というのは多大なものがございま

すので、こういったところが影響が出る、ある

いは法人市民税、また固定資産税、都市計画税

等について、これは会社がなくなるわけですか

らいただけなくなるということで、決して少な

くない影響額があるかと思います。 

 なお、取引先については、今お伺いしている

ところでは、ＬＥＤとか電球等を搬送していた

だいてる運送会社、あるいはその段ボール等配

送資材ですね、そういったところを地元の企業

で受けておりますので、そういった仕事がなく

なるということなどが考えられると思います。 

 次に、３点目の安定した雇用の創出と市の活

性化策についてでございます。 

 議員からは、企業には不安定性がつきまとい、

こうしたリスクから経営と雇用を守る努力が自

治体の課題と思うがどうかということでござい

ます。また19億円をかけて観光に期待して本当

に活性化するか疑問だということですが、この

中で19億円というのは、その中で４億円から５

億円は生活環境整備も含まれておりますので、

これは正確に観光といった場合は、いわゆる観

光といいますか、人に寄っていただくような地

域の活性化の施設ということで、単に観光だけ

ということではなく私は考えておりますけれど

も、市民の望む福祉施設の増設による活性化の、

今泉議員の提案をもう一回考えろと、市長の活

性化案を見直す考えはないかというような趣旨

のご質問でございました。 

 まず 初に、その福祉施設について、これは

３月にも６月にもご提言いただきました。私は

福祉施設は要らないとかあるいは雇用が生まれ

ないなんて一言も言ってないわけでして、これ

はぜひ必要だと。ただし、福祉施設をつくった

場合は、当然介護保険にはね返りますと。長井

市の施設介護の充足率は県内でもトップレベル

にございますと。市民1,000人当たり幾ら幾ら

という率からいいますと十分あると。ただし、

待機者がいらっしゃいますので、それらについ

ては考えなきゃいけないと。ただ、今泉議員が

おっしゃる、市が直営しろということについて

は難しいのではないかということを申し上げて

いるのでありますので、そこはちょっと、私は

全て反対してるわけでないということをご理解

いただきたいと思います。 

 企業は会社の存続と経済活動継続のため、組

織や事業の見直し等を環境の変化に合わせて常

に行っているわけです。これは常に変化を求め

ていかないと企業は生き残れないという厳しい

社会だと思います。現在は地方都市の企業でも

海外進出等の動きもあり、今泉議員のご指摘は

そのとおりでございます。しかし、企業活動の

継続を考えれば当然変革や変化は必要であり、

それに伴い従業員や立地自治体へ影響が出るこ

とも想定されるものであるということは、やは

り残念ながら私ども日本の場合は資本主義社会

なわけですから、これはいたし方ない、行政が

それを制止するとか管理できるものではないと

いうことは議員もご承知のとおりだというふう

に思います。ただ、これは会社そのもの、いわ

ゆる生産施設といいますか、生産手段は株主と
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か個人のものであったとしても、会社のもので

あったとしても、そこで働いている従業員はた

くさんいらっしゃいますから、そういった意味

では非常に公的な部分が大きいということをや

はり私ども行政側からも企業の経営者の皆さん

にはお願いしていかなきゃいけないというふう

に思っております。 

 福祉施設も地域にとっては重要と考えますが、

私が言うように、長井市に訪れる人をふやして、

あるいは長井市の物産やサービスを提供するこ

とで地域も活性化するということも必要なので

はないかと。ですから、製造業ももちろんしっ

かりとこれからも支えなきゃいけません、企業

誘致などもチャンスがあればぜひこれは実現し

なきゃいけない、また福祉施設もしっかりと充

実させなきゃいけない、あと同様にやはりサー

ビス業、商業、そして外から人に来ていただく

ことによって低迷する地域経済を活性化すると

いうことも、これは否定するのではなくて、む

しろ積極的にどうするかということで考えてい

かないと、結局製造業だけに頼りますと景気に

左右されたまちの経済構造になってしまうとい

うことになりますので、その辺が重要なことで

はないかなというふうに思っております。 

 あともう一つ、介護や福祉サービス向上とあ

わせた雇用の創出でございますが、ことしにな

りまして、今年度になりましてから介護保険料

のほうが若干、上げさせていただいたわけでご

ざいますが、福祉施設の増設による雇用の創出

についてでございますけれども、第５期介護保

険事業計画では、周辺自治体の特別養護老人ホ

ーム建設が進んできたことから、29床の小規模

特老の整備計画にとどめたところでございます。

現在の市内の介護事業所の入所及び通所状況を

包括支援センターが聞き取りをしましたところ、

周辺自治体の特別養護老人ホーム58床増床及び

慈光園の30床の増床の影響と考えられますが、

長井市内の居宅介護サービス事業所の利用者が

減少し、デイサービスやショートステイ等の定

員割れが出てるという状況でございます。在宅

で介護サービスを利用して過ごされていた方が

入所になった例が多くいるためでございます。 

 また、市内特別養護老人ホームや老人保健施

設では入所の待機者が実質的にいない状況が出

ております。ということは、例えば特老の中で

も４床空きがあるんです。ところが、待機者が

いらっしゃるにもかかわらず入らないという状

況が現に出ております。入所の申し込みはして

いるが、すぐに入所したい状況ではないという

人が多いことがこの点からうかがわれるんでは

ないかと推測されます。入所の申し込みを行う

人の中には、重症化したときのためにあらかじ

め申し込みをしているためではないかというこ

とも考えられるのではないかと思われます。 

 また、これらの状況は保険給付費からも裏づ

けられておりまして、平成23年度介護保険特別

会計決算では、在宅介護サービス給付費が前年

度に比べて1,564万9,000円の減、マイナス

1.9％減額でございますが、施設介護サービス

給付費は慈光園の30床増床等の影響によりプラ

ス5,474万3,000円、5.5％の増額となりました。

このように特別養護老人ホーム建設と開業によ

る保険給付費とは相関関係にございまして、施

設整備が介護保険料の値上げに直結するもので

あるため、慎重にならざるを得ない状況でござ

います。 

 今後の介護サービスに当たっては、増加する

団塊の世代が介護を必要とする時期に向け、介

護予防を 大の目標として推進してまいります。

高齢者が長年住みなれた地域で生涯を送るため

の在宅サービスの充実と施設介護サービスのバ

ランスを図りながら対応するとともに、介護保

険料の水準を勘案して対応してまいります。 

 なお、今年度整備する小規模特老整備による

新規雇用は、介護・看護職員や調理員等16名程

度になると設置者から伺っております。さらに
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介護予防の推進に当たっても、事業の拡大を予

定しており、このための雇用増も予定されてい

るということでございます。 

 それでは、 後になりますが、市庁舎の暑さ

対策についてでございます。 

 この件については、実は平成22年の９月の一

般質問で蒲生光男議員、現議長から、また予算

総括で佐々木謙二議員からいただいております。

振り返りますと、長井市の場合は平成18年から

22年まで集中改革プランという非常に厳しい行

財政改革、 後の詰めを行って参りました。し

たがいまして、例えば敬老会の中止であったり、

あるいは祝い金の廃止、また議員をはじめ特別

職の議員の報酬カット、それから職員の賃金カ

ット、また地区長さんに至っては３割のカット

などもお願いしてきた時期であり、それを乗り

越えて23年度当たりからしたいということで答

弁しておりましたが、ご承知のとおり、23年の、

昨年の３月に大震災がございまして、そして去

年の夏はエアコンというよりも、むしろどのよ

うに節電して、設定温度も28度に県あたりはし

てるようですけども、そういうふうなことで省

エネ、そして何とか暑さに耐えていこうという

状況でまいりました。しかし、長井市としても

いつまでもこういった非効率なこともしてられ

ないということで、今年度、まず本庁舎だけで

すけども、耐震度調査を行いまして、今後の庁

舎の方向性を見定めるための庁内の委員会を設

けながら、どのようにして庁舎を整備していく

かということを検討するつもりでおります。 

 その際、22年度中に見積もりを実はエアコン

はとっておりまして、本庁舎だけでいいますと、

この建物は55年たっておりまして、電気設備、

配電が非常に古くなっております。そのため配

電工事をしなきゃいけないと。それからエアコ

ンを設置して、なおかつこの効率性を高めるた

めに、熱効率ですね、窓枠等もかえなきゃいけ

ないと、かなりすき間がございますんで。そう

しますと１億円以上かかるというような、ざっ

とした概算でございました。そんなことで23年

度からするか、あるいは24年からと考えたとこ

ろですが、今お話ししましたように、耐震度調

査を行った後に今後の、第２庁舎も含めて庁舎

のあり方を検討し、その中でエアコン等の設置

についても考えてまいりたいと思います。 

 それから、暑さ対策のソフト面でございます

が、熱中症の予防を図るため、市役所の中にあ

ります安全衛生委員会から全職員に対し注意喚

起のお知らせをしております。水分補給、通気

性のよい衣服の着用といったことに関しては、

マイボトルを持参する、あるいはクールビズの

着用での対応をしております。ハード面では本

庁舎第２庁舎は扇風機とグリーンカーテン、こ

としで２年目でございますが、これが主なもの

になります。職場環境について十分とは言えな

い状況でございますが、職員に負担をかけてい

ますが、ハード面を改善していくためには、建

物の構造上の問題、経費の問題、夏場の節電の

問題をクリアして、次の段階に進みたいと考え

ております。 

 なお、議員からご指摘のありました来庁者の

方への配慮ということで、水分補給が必要では

ないかというのはごもっともでございまして、

待合室に市民のための冷水器などの設置が必要

ではないかというご提言でございますが、これ

はごもっともでございますので、ただし、もう

９月でございますので、来年度からそういった

ところの配慮をするように、来年度の当初予算

に検討してまいりたいというふうに思います。

以上でございます。 

○蒲生光男議長 ４番、今泉春江議員。 

○４番 今泉春江議員 時間もないので一つずつ

お伺いします。 

 まず、消費税のことですが、まだ実施までに

は２年間あります。市長もいろいろとこの影響

はあるということで心配しております。国の動
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きを見て要望なり働きかけをしたいと申し上げ

ておりました、申し上げてというか、お答えい

ただきました。この消費税増税は２年あります

から、この消費税というのはまさに市民にとっ

て、国民にとっては大津波というようなもので

はないでしょうか。大津波が来ます。ですから、

自然の津波はいつ来るかわかりませんけど、こ

の消費税の大津波は２年後というふうにはっき

りわかります。この２年間の間にその対策をと

り、とめることが必要ではないかと思います。 

 先ほども申しましたように、フランスのよう

に選挙でとめることもできます。私たち共産党

は新たな方法で、また署名とかしてこれをとめ

るように努力いたします。市長のほうからも、

この２年間というところで政治がどう変わるか

ちょっと不確かではございますが、この市民に

対する大きな影響が、被害というか影響が来な

いように、市としてもやっぱり国に対して働き

かけをお願いしたいと思います。何よりもやっ

ぱり市議会でも消費税増税に対する反対の、

10％増税の反対の請願を採択したところでした。

それにもかかわらず国ではこれを成立させたわ

けですから、この２年間という間にしっかりと

この消費税に対する対策というか、対応を市長

も市民を守る立場でしていただきたいと思いま

す。 

 ちょっとあれですけども、こないだ全国市議

会旬報で地方六団体が共同声明ということで、

今回の消費税成立を評価するものであるという

ことで、市長の話では、前に質問したときに、

市長会、それから議長会などでやっぱり反対と

いうようなことを申し上げてるというようなお

話でしたけども、全国の地方六団体が評価する

ということは、非常にこれも問題ではないかな

と私は思って拝見したところでした。そういう

意味でちょっと市長にそこを要望いたします。 

 それから、次のライテック問題について再質

問させていただきます。 

 市長もいろいろと情報をとり、どうしたらい

いかというような対策を立てていらっしゃるか

と思いますけども、今お聞きしました。私も職

員の方々やいろんな関係企業にお話を伺いまし

た。ライテックではやっぱりご夫婦で働いてい

らっしゃる方もおり、そして７月11日に全員が

集められ、突然の発表になったわけです。３月

末で撤退、閉鎖すると言われたと。その発表が

あったときに、社員の方はもうどうしていいか、

突然の発表だったものですから、何も手につか

ず、どうしていいかわからなくて、毎日暗くて

不安に思っていると、そういう生活をしている

と。 

 そして今、会社内では休憩とかお昼休みに皆

さん社員の方が集まると、７・11と、７月11日

に発表になったものですから、７・11と言って、

もう話題は、話題というか、話はもうそのこと

でいつも皆さん不安な思いを募らせてるという

ことです。そしてやっぱりご夫婦の方も２人で

は行けない、１人は残らなくちゃならない、そ

うすると、残って、残るというか、行けないと

すれば退社するしかないわけですので、退社し

てその後の働く場所があるか、まだ子供も学校

に行ってるなどと言いますので、そういう方な

んかは非常に先が見えない、不安だということ

で、暗い気持ちで過ごしております。 

 さらにまた、お一人であっても多分行けない

方もいらっしゃるだろうと。そして、今回４社

が、飯豊町、長井市などというように、４社が

鹿沼市に集約ということらしいんですが、その

４社がみんな行って果たして鹿沼市で大丈夫な

のだろうかと、行かれる方もやっぱり鹿沼市に

行っても大丈夫なのだろうかという不安もある

と申しておりました。 

 そして、市長も答弁なさったように、このラ

イテック撤退による関連会社ですね、まず包装

とか段ボール、近くの朝日紙業さん、ここでは

半分以上はライテックさんの仕事だということ
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で、そして、もしもライテックさんが撤退とな

れば、会社でも解雇もあるんではないかと。こ

の中でお二人の知的障がい者の方が働いてるら

しいんですけども、 初に首というか、解雇に

なるのはこの方たちではないかなどと会社内で

は話も出ているということで、非常にやはり関

連会社でも不安を募らせているところです。 

 そして、この朝日紙業さんあたりでも、せせ

らぎの家さんに下請というか、何か組み立ての

ようなものも出してるんですね、それもまたな

くなってしまうということで、非常に長井市に

とっては、ライテックさんだけの問題ではなく、

運送屋さん、また包装、段ボールね、そういう

方たちにも大きく影響するわけです。こういう

方……。 

○蒲生光男議長 今泉議員、残り時間もないです

から、そこら辺で。 

○４番 今泉春江議員 はい、そうですね。こう

いう状況ですので、市長はこれからも撤退のた

めに全力を挙げるべきだと思いますが、ちょっ

と一言お願いします。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 先ほど申し上げましたように、本当に従業員

の方は大変今厳しい状況に置かれておりますの

で、ぜひ従業員の立場に私どもも立って、でき

る限りの努力をしてまいりたいというふうに思

いますが、ただ、やっぱり弱いのは、例えば国

とか県の機関がどこかに移るとか、あるいは長

井工業高校のように学級閉鎖、学級じゃないで

す、学級を一つ減らすというようなこととはま

たちょっと別の問題なものですから、やはりそ

このところは難しい問題がありますので、ぜひ

従業員の方あるいは労働組合の方からのいろん

な働きかけ、何を我々としてやったらいいかお

聞きしながら、できる限りの努力をしていかな

きゃいけないと思います。 

○蒲生光男議長 ４番、今泉春江議員。 

○４番 今泉春江議員 市はまず発表になったと

きに本社に出向いて撤退の撤回を要望してます

ので、撤回ということであれば、これを 後ま

で言って貫いて頑張ってほしいと思います。市

民も社員もこれを期待していると思います。 

 もう時間もありませんが、 後の暑さ対策で

すけども、ぜひこの暑さ対策は職員の健康のた

めに、またよい仕事をしていただくためにもし

っかりした環境で、お金がどのぐらいとか、市

長は本庁舎だけで１億円とかおっしゃってまし

たけども、お金の問題ではなく、やっぱりしっ

かりした環境で仕事をしていただく、市民のた

めによい仕事をしていただくということが大切

ではないのでしょうか。私は強くそれを要望い

たします。市民のための給水器を来年と約束し

ていただきました。ありがとうございます。 

 以上で、時間ですので終わります。 

 

 

 渋谷佐輔議員の質問 

 

 

○蒲生光男議長 次に、順位２番、議席番号12番、

渋谷佐輔議員。 

  （12番渋谷佐輔議員登壇） 

○１２番 渋谷佐輔議員 よろしくお願いします。 

 ことしの夏は猛暑続き、そしてロンドンオリ

ンピックでは熱く声援を送り、悲喜こもごも選

手の表情が映像や紙面を通して私たちに感動や

勇気、希望を与えてくれました。一方で、次の

時代を担う青少年の悲しい出来事が報道された

ことも記憶に新しいことです。 

 罪を犯した子供たちの年齢が下がってきてい

ることは特徴的であり、そこに至った背景など

を見ますと、事態は深刻であると認識せざるを

得ません。罪を犯した子供たちは、悪いことを

した、大変なことをしてしまったという自覚や

意識が乏しいことは今の時世も変わっていない




